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「内部統制システム基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

当社は、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正す

る省令」（平成 27年法務省令第6号）が平成27年 5月 1日に施行されたことに伴い、平成27年 5月 11日開

催の当社取締役会の決議により、「内部統制システム基本方針」を一部改定することを決議いたしましたので、

下記のとおり、改定後の内容をお知らせいたします。 

記

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 当社及び子会社（以下、「当社グループ」という）は、アルビスグループの役員及び全従業員（以下、「ア

ルビスグループ役職員」という）が「企業理念」「経営理念」「行動精神」を基盤として、仕事を行う際に道

標となる「アルビスグループ企業行動指針」を制定し、これに従って行動するよう周知徹底を図ります。 

 当社グループは、「コンプライアンス委員会規程」に基づき、コンプライアンス全体を統括する組織とし

て、「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス推進体制を構築します。また、食品スーパー

マーケットとして重要な課題である「食の安全・安心」に関連する法令等については、社内規程として「購

買管理規程」や「食品表示ガイドライン」等を制定し、社内徹底を図ります。 

  コンプライアンスの推進については、「アルビスグループ企業行動指針」をまとめた「アルビスマイン

ド」を作成し、アルビスグループ役職員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自らの問題として捉え業務

運営にあたるよう、「アルビスグループ企業行動指針」をまとめた「アルビスマインド」を全従業員へ配付

するとともに、社内ネットによる啓蒙等を通じ、指導します。 

  また、当社グループは、「通報制度」を整備し、アルビスグループ役職員が、アルビスグループ企業行動

指針で禁止されている行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、職制ルート

（直属上司へ通報）、バイパスルート（直接、総務部長へ通報）、及びヘルプラインルート（常勤監査役又は

弁護士へ通報（匿名も可））を使い通報できるよう「ＳＯＳカード」を配付し、迅速、適切に対応します。

会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益が及ばないことを保証します。 

 当社グループは、「反社会的勢力対応規則」「反社会的勢力調査マニュアル」に基づき、社会の秩序や安全

に脅威を与える反社会的勢力や団体に対して、一切の関係を遮断し、不当な要求には断固として応じず、毅

然とした態度で対応します。 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 当社グループは、株主総会、取締役会、経営会議、予算会議等の重要な会議における議事録や関連資料、

稟議書等の取締役の職務執行に係る情報について、法令・社内規程に基づき、文書等の保存・管理を行いま

す。 

 また、情報の管理については、「個人情報取扱基準」「機密情報管理規程」「個人情報保護規程」を定めて

対応します。 



３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社グループは、「危機管理委員会規程」に基づき、リスク管理全体を統括する組織として、「危機管理委

員会」を設置し、危機管理にあたることとします。また、各事業所においては、「安全衛生管理規程」に基

づく「安全衛生委員会」を設け、労働安全に取組みます。財務面においては、各所属長による自律的な管理

を基本としつつ、財務部門が計数的な管理を行います。 

  なお、当社グループは、平時においては、各部門において、その有するリスクの洗出しを行い、そのリス

クを軽減する仕組みを内部統制に組込むとともに、有事においては、「緊急管理体制決定基準」や「危機管

理実務マニュアル」等の各種マニュアルに従い、グループ全体として対応することとします。 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 当社グループは、取締役、執行役員及び監査役全員が出席する取締役会を毎月１回以上開催し、経営管理

上の重要事項を協議・決定するほか取締役、執行役員の業務執行の監督等を行います。 

  また、取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、常勤役員が出席する経営会議を毎月１回

以上開催し、重要な業務執行に関する意思決定を機動的に行うとともに、特に絞り込んだテーマについては、

時間をかけて議論を尽くします。 

 さらに、取締役会及び経営会議の意思決定事項、これ以外の重要な業務の決定については、「組織および

業務分掌規程」「職務権限規程」を制定し、取締役及び職制の決裁権限を明確にすることで、効率的に業務

を遂行できる体制を構築します。規程・体制は、経営環境の変化や経営計画の変更に応じて適時見直します。 

  当社グループにおける業務の運営については、取締役会において、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画

及び各年度経営方針ならびに各年度予算を立案し、全社的な経営目標を設定します。各部門及び子会社にお

いては、その目標達成に向け具体策を立案、実行します。 

 取締役会は、経営目標が予定通りに進捗しているか、取締役及び執行役員の業務執行報告を通じてチェッ

クを行います。 

５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

当社グループは、業務執行の適正を確保するために各種マニュアルを整備するとともに、内部統制シス

テムを構築し、当該整備運用状況を評価する部門として監査室を設置します。 

 監査室は、法令・マニュアルに基づいて内部監査（一般監査、改善確認監査、金銭抜打ち監査と称して実

施）のほか、「財務報告に係る内部統制の基本計画の方針」「内部統制実務手順書」に基づいて内部統制評価

を実施し、整備運用状況の有効性について、取締役会及び経営会議で報告します。 

 子会社の業務執行については、当社の取締役又は執行役員が管理監督を行い、「関係会社管理規程」に基

づき、管理業務のみ当社の管理部門が実施します。 

 子会社に対する業務執行状況は、当社で開催する取締役会、経営会議及び予算会議等の重要な会議におい

て、定期的に報告する体制とします。 

 なお、業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」に基づき、当社の監査室による内部監査及び

内部統制評価を行います。 

６．監査役の職務を補助すべき使用人 

 現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、監査役からの求めに応じて、監査役の業務補助

のための監査役スタッフを置くこととしております。 

 なお、監査役スタッフの人事については、取締役と監査役が意見交換を行い選任するものとし、取締役か

らの独立性を確保します。監査役スタッフは、監査役から指示を受けたときは、当該業務に専念する体制を

構築します。 



７．監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 アルビスグループ役職員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があること及び違法又は不正行

為を発見したときは、直ちに監査役に報告します。 

 また、「通報制度」の運用により、アルビスグループ企業行動指針で禁止されている行為が行われている

ことを通報した場合、通報者及び監査役が不利益な取扱いを受けない体制を確保します。 

 監査役がその職務の遂行で要した費用を請求したときは、当該職務遂行で生じたものでないことを証明で

きる場合を除き、速やかに負担します。 

 常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議や予

算会議、コンプライアンス委員会等の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関す

る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとします。 

 監査役は、代表取締役と定期的にコミュニケーションを図り、監査上の重要な課題について意見交換を行

います。 

 また、監査役は、当社の会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行

う等連携を図ります。さらに、監査室から内部監査や内部統制評価の実施状況について説明を受け、情報交

換を行う等連携を図ります。 

８．財務報告の信頼性を確保するための体制 

 財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本計画及び方針」を定め、財務報告に

係る内部統制が有効に行われている体制の構築、維持、向上を図ります。 

以上 


